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住宅火災から大切な生命を守るために

住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器
市民からの依頼による点検を始めます市民からの依頼による点検を始めます市民からの依頼による点検を始めます

郡上市行政パートナー事業として市内の電器店の
協力を得て住宅用火災警報器の点検業務を始めます

1.事業内容？

3. 点検費用は？

　市民からの住宅用火災警報器（以下「住警器」という）の本体及び電池等の不具合や取り付け方
法などの問い合わせに対して、郡上市が岐阜県電器商業組合郡上支部に加盟する電器店に行政の支
援事業として点検業務を委託するものです。身近な電器店と協力することにより、一人暮らしの高
齢者や高齢者世帯など、自分自身では住警器の点検や取り付けなどができない市民にとって利用し
やすい事業とし、住警器の普及啓発を図るものです。

2. 住警器の不具合ってどんなの？

4. 点検の依頼方法はどうすればいいの？

（例）●音が止められない　　　 
　　●電池の交換方法が分からない

　消防本部、最寄りの消防署所または市役所、各振興事務所、
電器商業組合郡上支部に加盟する電器店にご連絡ください。
  （電器商業組合郡上支部に加盟する電器店が現地に行き対
応させていただきます）

□問い合わせ先　消防本部　☎６７－１２１９


